
必要書類等説明書 
－給水装置工事主任技術者の選任、解任－ 

 

 

給水装置工事主任技術者を選任または解任した場合は、届出が必要となりま

す。 

（提出期限：選任または解任の日から 30 日以内） 

 

 必要書類（各１部）  

【法人・個人】 

□ ①給水装置工事主任技術者 選任・解任届出書 

□ ②給水装置工事主任技術者免状またはカードの写し（選任時のみ） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先：松前町上下水道課水道工務係 TEL 089-985-4229 FAX 089-985-4147 


